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１.ご挨拶
あいさつ

 
 

  新しい
あたら

時代
じだい

に向
む

けて、新
あたら

しい日本語
に ほ ん ご

教育
きょういく

を 

 

 浜松
はままつ

日本語
に ほ ん ご

学院
がくいん

・静岡
しずおか

日本語
に ほ ん ご

学院
がくいん

は、日本
に ほ ん

の真
ま

ん中
なか

に位置
い ち

する静岡県
しずおかけん

に 

あります。静岡県
しずおかけん

は、「ヤマハ」「スズキ」や自動車
じどうしゃ

関連
かんれん

の大
おお

きな企業
きぎょう

など機械
き か い

産業
さんぎょう

の工業地
こうぎょうち

でもあり、風光
ふうこう

明媚
め い び

な観光地
かんこうち

でもあります。 

 本校
ほんこう

は、日本
に ほ ん

の大学
だいがく

、大学院
だいがくいん

、専門
せんもん

学校
がっこう

等
とう

への進学
しんがく

を希望
き ぼ う

する外国
がいこく

の学生
がくせい

を受
う

け入
い

れ、日本
に ほ ん

での生活
せいかつ

や日本語
に ほ ん ご

の学習
がくしゅう

を学生
がくせい

個々
こ こ

にきめ細
こま

かに指導
し ど う

する

「面
めん

倒
どう

見
み

の良
よ

い学校
がっこう

」です。 

 特色
とくしょく

は、本校
ほんこう

が所属
しょぞく

する学校
がっこう

法人
ほうじん

静岡
しずおか

理
り

工科
こ う か

大学
だいがく

のグループ力
りょく

を活
い

かし

た教育
きょういく

連携
れんけい

にあります。たとえば、同一
どういつ

校舎内
こうしゃない

にある専門
せんもん

学校
がっこう

には、コンピュ

ータ・グラフィックデザイン・CAD等
など

の授業
じゅぎょう

を自由
じ ゆ う

に選択
せんたく

する「目
もく

的
てき

別
べつ

授業
じゅぎょう

シ

ステム」があります。また、合同
ごうどう

で実施
じ っ し

する遠足
えんそく

や球技
きゅうぎ

大会
たいかい

など様々
さまざま

なイベン

トに参加
さ ん か

し、日本人
にほんじん

学生
がくせい

との交流
こうりゅう

を図る
はか

ことで学生
がくせい

生活
せいかつ

が日本語
に ほ ん ご

の実践的
じっせんてき

練習
れんしゅう

の場
ば

となる環境
かんきょう

も整って
ととの

います。進路
し ん ろ

決定
けってい

には、日本
に ほ ん

留学
りゅうがく

試験
し け ん

や日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

試験
し け ん

の合格
ごうかく

対策
たいさく

だけではなく、日本
に ほ ん

全国
ぜんこく

の難関
なんかん

大学
だいがく

の合格
ごうかく

に向けた
む け た

講座
こ う ざ

を

多数
た す う

用意
よ う い

しています。 

入学生
にゅうがくせい

の皆さん
みな

が、本校
ほんこう

で学び
まな

、日本
に ほ ん

の大学
だいがく

・大学院
だいがくいん

あるいは専門
せんもん

学校
がっこう

に

進学
しんがく

され、日本
に ほ ん

の会社
かいしゃ

でさらに研鑽
けんさん

を積
つ

み、母国
ぼ こ く

の発展
はってん

に貢献
こうけん

される姿
すがた

を見
み

る

ことは私
わたし

どもの大きな
おお

喜び
よろこ

です。 
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２.学園の沿革 

昭和 15年(1940)5月  静岡県自動車学校開設 

昭和 31年(1956)4月  静岡県自動車学校に整備科を設置 

昭和 38年(1963)4月  静岡県自動車工業高等学校開校 

昭和 45年(1970)7月  静岡県自動車学校から静岡産業技術専門学校を分離開設 

昭和 52年(1977)6月  星陵高等学校がグループ校に加入 

昭和 55年(1980)4月  静岡県自動車工業高等学校を静岡北高等学校に校名変更 

昭和 58年(1983)4月  沼津情報専門学校開校 

昭和 59年(1984)9月  静岡文化専門学校がグループ校に加入 

昭和 60年(1985)4月  浜松情報専門学校開校 

平成 2年(1990)7月  学校法人静岡県自動車学園より学校法人静岡自動車学園が分離 

平成 2年(1990)12月  学校法人静岡県自動車学園を学校法人静岡理工科大学に 改称 

平成 3年(1991)4月  静岡理工科大学開学 

平成 8年(1996)4月  静岡理工科大学に大学院を開設 

平成 9年(1997)4月    静岡文化専門学校を静岡デザイン専門学校に校名変更 

平成 20年(2008)4月   静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校、 

            静岡デザイン専門学校  浜松校開校 

平成 22年(2010)4月   静岡北中学校開校、 沼津情報専門学校を沼津情報・ 

           ビジネス専門学校に校名変更 

平成 23年(2011)4月   星陵中学校開校 

平成 23年(2011)4月   静岡デザイン専門学校浜松校を専門学校 

            浜松デザインカレッジに校名変更 

平成 23年(2011)10月  浜松日本語学院開校 (収容定員 100名) 

平成 26年(2014)4月   浜松日本語学院 収容定員増 (150名) 

平成 27年(2015)4月   浜松日本語学院 収容定員増 (225名) 

平成 29年(2017)4月   沼津日本語学院開校 (収容定員 100名) 

平成 31年(2019)4月   浜松日本語学院 収容定員増（337名） 

令和 3年(2021) 1月  浜松日本語学院 新校舎竣工（地下 1階、地上 8階） 

令和 3年(2021)  4月 浜松情報専門学校と専門学校浜松デザインカレッジを統合 

し、浜松未来総合専門学校を開校 

   令和 7年(2025)4月  沼津日本語学院が静岡市に移転、静岡日本語学院に校名変更 
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 ３．学
がく

生
せい

規
き

則
そく

 

（１）学
がっ

校
こう

での注
ちゅう

意
い

事
じ

項
こう

 

１）遅
ち

刻
こく

・欠席
けっせき

をしないこと 

休
やす

む場
ば

合
あい

は、授業前
じゅぎょうまえ

に必
かなら

ず先
せん

生
せい

に連絡
れんらく

をすること 

遅刻
ち こ く

3回
かい

で 1時限
じ げ ん

欠
けっ

課
か

になる。 

休
やす

み時
じ

間
かん

が終
お

わって、授業
じゅぎょう

が始
はじ

まるときに席
せき

にいない人
ひと

も遅
ち

刻
こく

になる。 

出
しゅっ

席
せき

率
りつ

が悪
わる

い人
ひと

は帰
き

国
こく

してもらうこともある。 

２）授
じゅ

業
ぎょう

中
ちゅう

の携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

は、先生
せんせい

の許
きょ

可
か

があった時
とき

だけ使
つか

える。 

３） 教
きょう

科
か

書
しょ

と鉛筆
えんぴつ

、消
け

しゴム、赤
あか

いペン、黒
くろ

いペン、ノートは 必
かなら

ず持
も

ってくる。 

帰
かえ

るときは必
かなら

ず持
も

ち帰
かえ

り、机
つくえ

の中
なか

には何
なに

も置
お

いて帰
かえ

らないこと 

４）授
じゅ

業
ぎょう

中
ちゅう

、教室
きょうしつ

の中
なか

で食
た

べ物
もの

を食
た

べないこと 

５）学
がっ

校
こう

敷
しき

地
ち

内
ない

でタバコを吸
す

うことはできない。 

６）ごみはルールを守
まも

って、分
ぶん

別
べつ

して捨
す

てること 

教室
きょうしつ

のごみ箱
ばこ

に缶
かん

、ビン、ペットボトル、食
た

べ物
もの

のごみなどは捨
す

ててはいけ 

ない。 

７）教
きょう

室
しつ

の掃
そう

除
じ

は学
がく

生
せい

が交代
こうたい

でする。きれいに使
つか

うこと 

８）学校
がっこう

では日
に

本
ほん

語
ご

で話
はな

すこと 

９）アレルギーや副
ふく

作
さ

用
よう

の関
かん

係
けい

で、学校
がっこう

では薬
くすり

を渡
わた

すことができない。体
たい

調
ちょう

が悪
わる

い人
ひと

は病
びょう

院
いん

に行
い

って、病
びょう

院
いん

が指
し

定
てい

した薬
くすり

を飲
の

むこと 

１０）ルール違
い

反
はん

時
じ

には、反省
はんせい

文
ぶん

を提出
ていしゅつ

すること 

   一
いっ

回
かい

目
め

違
い

反
はん

時
じ

、担任
たんにん

の先生
せんせい

と生活
せいかつ

指導
し ど う

の先生
せんせい

と面談
めんだん

する。 

   二
に

回
かい

目
め

違
い

反
はん

時
じ

、担任
たんにん

の先生
せんせい

と 教
きょう

務
む

課
か

長
ちょう

の先生
せんせい

と面談
めんだん

、国
くに

の学校
がっこう

・両親
りょうしん

へ

連絡
れんらく

する。 

   三
さん

回
かい

目
め

違
い

反
はん

時
じ

、校長
こうちょう

先生
せんせい

と面談
めんだん

する。 

   これ以
い

上
じょう

ルール違
い

反
はん

すると学生
がくせい

は退学
たいがく

になる場
ば

合
あい

がある。 

 

※休校
きゅうこう

措置
そ ち

 

  静
しず

岡
おか

市
し

に暴風
ぼうふう

警報
けいほう

、大雨
おおあめ

警報
けいほう

、洪水
こうずい

警報
けいほう

などが発令
はつれい

された時
とき

の授
じゅ

業
ぎょう

は校
こう

長
ちょう

が

判断
はんだん

して決
き

める。連絡
れんらく

は ANPIC(安否確認システム)、Facebook、などでお知
し

らせ

する。 
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（２）卒
そつ

業
ぎょう

・進
しん

級
きゅう

・退
たい

学
がく

・除
じょ

籍
せき

について 

１）卒
そつ

業
ぎょう

要
よう

件
けん

 

・成
せい

績
せき

評
ひょう

価
か

で不
ふ

合
ごう

格
かく

がないこと 

・出
しゅっ

席
せき

率
りつ

（80％以
い

上
じょう

）であること 

・学
がく

費
ひ

やアパート代
だい

を全
すべ

て払
はら

っていること 

・日
に

本
ほん

語
ご

能
のう

力
りょく

CEFR A2以
い

上
じょう

（JLPT Ｎ４程
てい

度
ど

） 

 

２）上
じょう

記
き

の要件
ようけん

を満
み

たした人
ひと

（満
み

たす予
よ

定
てい

の人
ひと

）には下記
か き

の書類
しょるい

を発行
はっこう

する。 

・卒業
そつぎょう

証書
しょうしょ

／修 了 証
しゅうりょうしょう

 

・進
しん

学
がく

先
さき

の提出
ていしゅつ

書類
しょるい

に校長
こうちょう

の推
すい

薦
せん

状
じょう

が必要
ひつよう

な場
ば

合
あい

、推
すい

薦
せん

状
じょう

の発行
はっこう

 

（出
しゅっ

席
せき

及
およ

び授業
じゅぎょう

と生
せい

活
かつ

態
たい

度
ど

が良
りょう

好
こう

、成
せい

績
せき

優
ゆう

秀
しゅう

で、校
こう

長
ちょう

が認
みと

めた場
ば

合
あい

のみ） 

 

※出
しゅつ

願
がん

書
しょ

類
るい

で日
に

本
ほん

語
ご

学
がく

院
いん

の出
しゅっ

席
せき

・成績
せいせき

証明書
しょうめいしょ

等
とう

が必
ひつ

要
よう

な場
ば

合
あい

、1通
つう

につき 200円
えん

かかる。原
げん

則
そく

、申
もう

し込
こ

んだ 2日後
か ご

の発
はっ

行
こう

になる。また、翻
ほん

訳
やく

等
とう

の証
しょう

明
めい

が必
ひつ

要
よう

な 

場
ば

合
あい

、3日
か

以
い

上
じょう

かかる場
ば

合
あい

がある。早
はや

めに申し込
もう   こ

むこと 

※保
ほ

証
しょう

人
にん

が必要
ひつよう

な学校
がっこう

もあるが、学校
がっこう

の先生
せんせい

は保
ほ

証
しょう

人
にん

になることが出
で

来
き

ない。 

※本校
ほんこう

では、「日
に

本
ほん

留
りゅう

学
がく

試
し

験
けん

」対
たい

策
さく

の授
じゅ

業
ぎょう

がある。進
しん

路
ろ

を早
はや

く決
き

めて、準
じゅん

備
び

を始
はじ

めること。また、大学
だいがく

や専
せん

門
もん

学校
がっこう

に合格
ごうかく

すると、入
にゅう

学
がく

前
まえ

に 30～60万円
まんえん

が必要
ひつよう

になる。今
いま

から、進学
しんがく

のためのお金
かね

を貯
た

めること 

 

３）退学
たいがく

について  

校長
こうちょう

は、教 育 上
きょういくじょう

必要
ひつよう

があると認
みと

めた場
ば

合
あい

には、学
がく

生
せい

に対
たい

し懲
ちょう

戒
かい

（訓告
くんこく

又
また

は 

退学
たいがく

）を行
おこな

うことができる。下
か

記
き

の条
じょう

項
こう

に該
がい

当
とう

する者
もの

は退
たい

学
がく

となる。 

・素
そ

行
こう

不良
ふりょう

で改善
かいぜん

の見
み

込
こ

みがないと認
みと

められる者
もの

 

・学力
がくりょく

劣等
れっとう

で成業
せいぎょう

の見
み

込
こ

みがないと認
みと

められる者
もの

 

・正当
せいとう

な理
り

由
ゆう

がなくて出席
しゅっせき

が常
つね

でない者
もの

 

・学校
がっこう

の秩序
ちつじょ

を乱
みだ

し、その他
た

、学
がく

生
せい

の本分
ほんぶん

に反
はん

した者
もの

 

 

退学
たいがく

を命
めい

じたときは、その旨
むね

を保
ほ

証
しょう

人
にん

に通
つう

知
ち

する。 

  

４）除籍
じょせき

について 校長
こうちょう

は、次
つぎ

の各号
かくごう

のいずれかに該当
がいとう

する者
もの

を除籍
じょせき

する。 

・死
し

亡
ぼう

または行方
ゆ く え

不明
ふ め い

の者
もの

 

・正当
せいとう

な理
り

由
ゆう

なく期
き

限
げん

内
ない

に授
じゅ

業
ぎょう

料
りょう

を納
のう

付
ふ

せず、督
とく

促
そく

してもなお納
のう

付
ふ

しない者
もの
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（３）奨
しょう

学
がく

金
きん

・ 留
りゅう

学
がく

生
せい

補
ほ

償
しょう

制
せい

度
ど

履
り

行
こう

費
ひ

用
よう

共
きょう

済
さい

について 

１）奨学
しょうがく

金
きん

について 

 

①独
どく

立
りつ

行
ぎょう

政
せい

法
ほう

人
じん

日
に

本
ほん

学
がく

生
せい

支
し

援
えん

機
き

構
こう

（JASSO） 

・給
きゅう

付
ふ

期
き

間
かん

 12か月 

・給
きゅう

付
ふ

月
げつ

額
がく

 30,000円 

 

②エルエスエイチアジア奨学
しょうがく

金
きん

  

・給
きゅう

付
ふ

額
がく

 （5か月
か げ つ

として）100,000円 

全国
ぜんこく

で LSH奨
しょう

学
がく

生
せい

40人
にん

程
てい

度
ど

、 冠
かんむり

奨
しょう

学
がく

生
せい

15人
にん

程
てい

度
ど

 

 

③㈱
かぶ

共
きょう

立
りつ

メンテナンス奨
しょう

学
がく

基
き

金
きん

奨
しょう

学
がく

金
きん

 

・給
きゅう

付
ふ

期
き

間
かん

 12か月 

・給
きゅう

付
ふ

月
げつ

額
がく

 60,000円 

全国
ぜんこく

で 35人 

 

④独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

日
に

本
ほん

学
がく

生
せい

支
し

援
えん

機
き

構
こう

（JASSO） 

・給
きゅう

付
ふ

期
き

間
かん

 12か月 

・給
きゅう

付
ふ

月
げつ

額
がく

 48,000円 

※日
に

本
ほん

語
ご

学
がく

院
いん

在
ざい

学
がく

中
ちゅう

に予
よ

約
やく

し、進
しん

学
がく

後
ご

に受
じゅ

給
きゅう

 

   成
せい

績
せき

優
ゆう

秀
しゅう

者
しゃ

等
とう

、条
じょう

件
けん

有
あり

 

 

 

２）留
りゅう

学
がく

生
せい

補
ほ

償
しょう

制
せい

度
ど

履
り

行
こう

費
ひ

用
よう

共
きょう

済
さい

について 

 

 本校
ほんこう

では、すべての本科生
ほんかせい

が留学生
りゅうがくせい

補償
ほしょう

制度
せ い ど

に加入
かにゅう

している。 

これは、学校
がっこう

にいる間
あいだ

のケガだけではなく、学校外
がっこうがい

、休暇中
きゅうかちゅう

など、日常
にちじょう

生活
せいかつ

で

のケガ、病気
びょうき

、さらに、人
ひと

の物
もの

を壊して
こわ

しまった場合
ば あ い

の賠償
ばいしょう

が補償
ほしょう

される。たと

えば、風邪
か ぜ

を引
ひ

いて病
びょう

院
いん

にかかった場合
ば あ い

は、治療費
ちりょうひ

から 3,000円
えん

を引
ひ

いた金額
きんがく

が

支払
しはら

われる。 

留学生
りゅうがくせい

にとって一番
いちばん

の基本
き ほ ん

となる「生活
せいかつ

の安全
あんぜん

」を、本校
ほんこう

は提供
ていきょう

する。 

 

 

※ 国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

の加
か

入
にゅう

が必要
ひつよう

です。美
び

容
よう

、歯科
し か

、妊娠
にんしん

出産
しゅっさん

等
とう

は対象外
たいしょうがい
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（４）学
がく

費
ひ

・分
ぶん

納
のう

について 

１）学
がく

費
ひ

について 

・学
がく

費
ひ

は、銀行
ぎんこう

口座
こ う ざ

から引
ひ

き落
お

とし（3月
がつ

上
じょう

旬
じゅん

と9月
がつ

上
じょう

旬
じゅん

） 

・国
くに

から学
がく

費
ひ

を送
そう

金
きん

してもらう場
ば

合
あい

、学
がく

費
ひ

納
のう

付
ふ

に関
かん

して質
しつ

問
もん

や問
もん

題
だい

がある場
ば

合
あい

、 

お金
かね

の先
せん

生
せい

に相
そう

談
だん

すること 

 

【4月
がつ

生
せい

】 

対
たい

象
しょう

期
き

間
かん

 指
し

定
てい

期
き

日
じつ

 授
じゅ

業
ぎょう

料
りょう

 教
きょう

材
ざい

費
ひ

 
アパート

代
だい

 
保
ほ

険
けん

代
だい

 

1年
ねん

目
め

  入
にゅう

学
がく

年
ねん

度
ど

9月
がつ

 - - 不
ふ

足
そく

分
ぶん

※ - 

2年
ねん

目
め

(前
ぜん

期
き

) 入
にゅう

学
がく

年
ねん

度
ど

3月
がつ

 330,000円 1年分 6ヶ月分 1年分 

2年
ねん

目
め

（後
こう

期
き

）  翌
よく

年
ねん

度
ど

9月
がつ

 330,000円 - 6ヶ月分 - 

 

【10月
がつ

生
せい

】 

対
たい

象
しょう

期
き

間
かん

 指
し

定
てい

期
き

日
じつ

 授
じゅ

業
ぎょう

料
りょう

 教
きょう

材
ざい

費
ひ

 
アパート

代
だい

 
保
ほ

険
けん

代
だい

 

1年
ねん

目
め

 入
にゅう

学
がく

年
ねん

度
ど

3月
がつ

 - - 不
ふ

足
そく

分
ぶん

※ - 

2年
ねん

目
め

（後
こう

期
き

） 翌
よく

年
ねん

度
ど

9月
がつ

 330,000円 6ヶ月分 6ヶ月分 6ヶ月分 

 

※アパートの家
や

賃
ちん

は、部屋
へ や

によって違
ちが

うため不
ふ

足
そく

する場合
ば あ い

がある。 

（アパートの家
や

賃
ちん

に水
すい

道
どう

代
だい

、電
でん

気
き

代
だい

や Wifi代
だい

などが含
ふく

まれる場合
ば あ い

） 

 

・学
がく

費
ひ

は指
し

定
てい

期
き

日
じつ

の2月
がつ

上
じょう

旬
じゅん

と8月
がつ

上
じょう

旬
じゅん

に「納
のう

付
ふ

金
きん

のお知
し

らせ」で連
れん

絡
らく

する。 

 

 

 督
とく

促
そく

しても、納
のう

付
ふ

金
きん

を納
のう

入
にゅう

しない場
ば

合
あい

、退
たい

学
がく

・除
じょ

籍
せき

処
しょ

分
ぶん

になる。 

 

納入済
のうにゅうず

みの学
がく

費
ひ

については、次
つぎ

の場
ば

合
あい

一
いっ

切
さい

返
へん

還
かん

しない。 

・入
にゅう

国
こく

後
ご

、日
に

本
ほん

の法律
ほうりつ

に違
い

反
はん

したために、授業
じゅぎょう

の継続
けいぞく

が困難
こんなん

になった場
ば

合
あい

 

・本
ほん

校
こう

の上
じょう

記
き

卒
そつ

業
ぎょう

規
き

定
てい

に反
はん

して、自分
じ ぶ ん

の意志
い し

で授
じゅ

業
ぎょう

を中
ちゅう

止
し

した場
ば

合
あい

（途
と

中
ちゅう

の 

帰
き

国
こく

も含
ふく

む） 
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２）学
がく

費
ひ

分
ぶん

納
のう

について 

①学
がく

費
ひ

分納
ぶんのう

の条件
じょうけん

 

   ・学
がく

費
ひ

分
ぶん

納
のう

を願
ねが

い出
で

る経
けい

済
ざい

的
てき

事
じ

情
じょう

が面談
めんだん

により確認
かくにん

できること 

   ・納入
のうにゅう

すべき学
がく

費
ひ

と家
や

賃
ちん

の半
はん

額
がく

以
い

上
じょう

を指
し

定
てい

期
き

日
じつ

までに納入
のうにゅう

し、教
きょう

材
ざい

費
ひ

・保
ほ

険
けん

料
りょう

などの費
ひ

用
よう

をすべて納
のう

入
にゅう

していること 

   ・願
ねが

い出
で

る時
じ

点
てん

で通
つう

算
さん

出
しゅっ

席
せき

率
りつ

が 90%以上
いじょう

であること 

 

②分納
ぶんのう

期限
き げ ん

・金額
きんがく

を守
まも

らない場
ば

合
あい

、学
がく

費
ひ

未
み

納
のう

扱
あつか

いとなり、学
がく

費
ひ

を全額
ぜんがく

納入
のうにゅう

するま

で、次
つぎ

の制約
せいやく

を課
か

します。 

・すべての証
しょう

明
めい

書
しょ

を発
はっ

行
こう

しない 

    ・留
りゅう

学
がく

ビザ更
こう

新
しん

に必
ひつ

要
よう

な証
しょう

明
めい

書
しょ

を発
はっ

行
こう

しない 

・留
りゅう

学
がく

ビザ更
こう

新
しん

の取
とり

次
つぎ

申
しん

請
せい

をしない 

・進
しん

級
きゅう

や卒
そつ

業
ぎょう

のテストが受
う

けられない 

 

 

３）学
がく

費
ひ

未
み

納
のう

による除籍
じょせき

 

 学
がく

費
ひ

納
のう

入
にゅう

（分納
ぶんのう

）期
き

限
げん

を過
す

ぎると、督促
とくそく

する。督促
とくそく

に応
おう

じず学
がく

費
ひ

未
み

納
のう

状態
じょうたい

が継続
けいぞく

 

すると、学則
がくそく

により除籍
じょせき

となり、以下
い か

のように入管
にゅうかん

に離
り

脱
だつ

届
とどけ

を提出
ていしゅつ

する。 

 

学
がく

費
ひ

納
のう

入
にゅう

・分
ぶん

納
のう

期
き

限
げん

 

        ↓  （速
すみ

やかに） 

督
とく

促
そく

 

        ↓  （7日以内） 

除
じょ

籍
せき

通
つう

知
ち

送
そう

付
ふ

 

        ↓  （7日以内） 

学
がく

籍
せき

異
い

動
どう

発
はっ

行
こう

 

        ↓  （2週間以内） 

入管
にゅうかん

へ離
り

脱
だつ

届
とどけ
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202〇 8 25 

Student Number 

あなたの名前 

あなたの家族の名前 

れい：経費支弁者が病気により収入減となったため 

れい：440,000 

※分納は、2回までです。 

 

〇       〇   〇             〇〇〇〇 

 

×       ×   ×             ×××× 

見本 
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（５）アルバイトについて 

「資
し

格
かく

外
がい

活
かつ

動
どう

許
きょ

可
か

」を取得した学
がく

生
せい

は、アルバイトをすることができる。空港
くうこう

で資
し

格
かく

外
がい

活
かつ

動
どう

の手
て

続
つづ

きができなかった人
ひと

は、生
せい

活
かつ

指
し

導
どう

の先生
せんせい

に相談
そうだん

をすること。また 

アルバイトをしている学生
がくせい

は、必
かなら

ず学
がっ

校
こう

にアルバイト先
さき

の届
とどけ

出
で

をすること。 

 

【アルバイトで禁止
き ん し

されている業種
ぎょうしゅ

】 

風
ふう

俗
ぞく

業
ぎょう

（パチンコ店
てん

、ラブホテル、バー、クラブ、スナックなどの接
せっ

客
きゃく

業
ぎょう

） 

※ これらの場
ば

所
しょ

でアルバイトをすると、逮
たい

捕
ほ

、強制
きょうせい

退去処分
たいきょしょぶん

となる。 

 

アルバイトができるのは 週
しゅう

28時
じ

間
かん

以
い

内
ない

。長
ちょう

期
き

休
きゅう

暇
か

は、1日
にち

8時
じ

間
かん

、週
しゅう

40時
じ

間
かん

以
い

内
ない

。

注
ちゅう

意
い

をされたにも関
かかわ

らず、改
かい

善
ぜん

がない場
ば

合
あい

、退
たい

学
がく

・除
じょ

籍
せき

処
しょ

分
ぶん

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【法務書 日本語教育機関の告示基準】 

四十 生徒の在留期間並びに資格外活動の許可の有無及び内容を把握し、出入国管理法令に違反しな

いよう適切な助言及び指導を行うこととしていること。また、資格外活動の許可を受けている生徒（留

学の在留資格をもって在留する者に限る。）に対して当該許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名

称の届出を求めることとするとともに、届出のあった内容を当該生徒が在籍しなくなってから少なく

とも１年を経過するまで保存することとしていること。 

 

※ 必
かなら

ず、アルバイト先
さき

を学
がっ

校
こう

に 届
とどけ

出
で

ること 
 

 
 

 

 

 

【出入国管理及び難民認定法第 19 条】 

5 法第 19 条第 2 項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は，次の各号のいずれかによ

るものとする。 

一 1 週について 28 時間以内（留学の在留資格をもって在留する者については，在籍する教育機関が学

則で定める長期休業期間にあるときは，1 日について 8 時間以内）の収入を伴う事業を運営する活動又

は報酬を受ける活動（風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの

又は無店舗型性風俗特殊営業，映像送信型性風俗特殊営業，店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型

電話異性紹介営業に従事するものを除き，留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在

籍している間に行うものに限る。） 

二 前号に掲げるもののほか，地方入国管理局長が，資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の

機関の名称及び所在地，業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動 

 

【出入国管理及び難民認定法第 24 条】 

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章の規定する手続により、本邦からの退去を 

強制することができる。 

 同法 24 条 4-イ 

第 19 条第 1 項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬をうける活動を専ら行ってい

ると明らかに認められる者 
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見本 
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（６）一
いち

時
じ

帰
き

国
こく

について 

帰
き

国
こく

する場
ば

合
あい

は、夏
なつ

休
やす

みなどの長
ちょう

期
き

休
きゅう

暇
か

を利
り

用
よう

すること 

それ以
い

外
がい

は原
げん

則
そく

、帰
き

国
こく

することが出
で

来
き

ない。 

 

１）帰
かえ

りたいことを担任
たんにん

の先生
せんせい

に伝
つた

える。 

２）『 留
りゅう

学
がく

生
せい

日
に

本
ほん

出
しゅっ

国
こく

届
とどけ

出
で

書
しょ

』を担任
たんにん

からもらい、記
き

入
にゅう

し担任
たんにん

に提
てい

出
しゅつ

する。 

３）学校
がっこう

から許
きょ

可
か

が出
で

たら、飛
ひ

行
こう

機
き

のチケットを予
よ

約
やく

する。 

４） チケットのコピーを担
たん

任
にん

の先
せん

生
せい

に提
てい

出
しゅつ

する。 

５）日
に

本
ほん

に戻
もど

ったときに、帰
き

国
こく

した理
り

由
ゆう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

を提
てい

出
しゅつ

する。 

 

※ 出
しゅっ

席
せき

率
りつ

が悪
わる

い人
ひと

、帰
き

国
こく

月
づき

までの学
がく

費
ひ

やアパート代
だい

を払
はら

っていない人
ひと

は、帰
かえ

るこ

とができない。また、学
がっ

校
こう

の許
きょ

可
か

なく帰
き

国
こく

した場
ば

合
あい

、学
がっ

校
こう

は以
い

下
か

の 業
ぎょう

務
む

をしな

い。 

 

・進
しん

学
がく

に必
ひつ

要
よう

な推
すい

薦
せん

状
じょう

の発
はっ

行
こう

 

・ビザの更
こう

新
しん

 

 

場
ば

合
あい

によっては、進
しん

学
がく

先
さき

の合
ごう

格
かく

の取
と

り消
け

し、退
たい

学
がく

・除
じょ

籍
せき

処
しょ

分
ぶん

になる。 
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（７）アパートについて 

学
がく

生
せい

は、学
がっ

校
こう

が紹
しょう

介
かい

したアパートに住
す

まなければならない。聴
ちょう

講
こう

生
せい

等
とう

日
に

本
ほん

に親
しん

族
ぞく

がいる場
ば

合
あい

には、学
がっ

校
こう

に申
しん

請
せい

書
しょ

を提
てい

出
しゅつ

し、学
がっ

校
こう

の許
きょ

可
か

がおりた場
ば

合
あい

のみ住
す

むこ

とが出
で

来
き

る。 

一ヶ月前
いっかげつまえ

までに契約
けいやく

解除
かいじょ

の予
よ

告
こく

が出
で

来
き

なかった場
ば

合
あい

、違
い

約
やく

金
きん

として賃料
ちんりょう

の一
いっ

ヶ
か

月
げつ

分
ぶん

を支
し

払
はら

わなければならない。 

アパートに住
す

む時
とき

には、以
い

下
か

のことに注
ちゅう

意
い

すること 

守
まも

れない場
ば

合
あい

、退
たい

学
がく

・除
じょ

籍
せき

処
しょ

分
ぶん

になる。 

 ・部屋
へ や

を傷
きず

つけたり、汚
よご

したりしないように使
つか

うこと 

汚
よご

れているとクリーニング代
だい

が高
たか

くなる 

 ・周
まわ

りの人
ひと

に迷
めい

惑
わく

をかけないように、大
おお

きな声
こえ

で話
はな

したり騒
さわ

いだりしてはいけない 

・楽
がっ

器
き

の演
えん

奏
そう

や大
おお

きな音
おと

で音
おん

楽
がく

を聞
き

いてはいけない 

・異
い

性
せい

のアパートに、遊
あそ

びに行
い

ってはいけない 

・ゴミやたばこをゴミ箱
ばこ

以
い

外
がい

に捨
す

ててはいけない 

・ゴミは分
ぶん

別
べつ

し、指
し

定
てい

のゴミ袋
ぶくろ

に入
い

れて捨
す

てること 

・ゴミを出
だ

す日
ひ

をしっかり守
まも

ること 

・ペットを飼
か

ってはいけない 

 

※ アパートでなにか問
もん

題
だい

があった場
ば

合
あい

は、生
せい

活
かつ

の先
せん

生
せい

に相
そう

談
だん

すること。 

※ 両親
りょうしん

や兄弟
きょうだい

、配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

と一
いっ

緒
しょ

に住
す

みたい場
ば

合
あい

は、申
しん

請
せい

書
しょ

、親
しん

族
ぞく

関
かん

係
けい

証
しょう

明
めい

書
しょ

と

アパートの契約書
けいやくしょ

を提
てい

出
しゅつ

すること。 
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（８）日
に

本
ほん

での生活
せいかつ

 

１）在
ざい

留
りゅう

カード 

在
ざい

留
りゅう

カードは、日
に

本
ほん

滞
たい

在
ざい

中
ちゅう

の身
み

分
ぶん

証
しょう

明
めい

書
しょ

となるので、いつも持
も

っているこ

と 

 

 
 

２）公
こう

共
きょう

料
りょう

金
きん

 

ガス代
だい

・電
でん

気
き

代
だい

は毎
まい

月
つき

・水
すい

道
どう

代
だい

は 2カ
か

月
げつ

に 1回
かい

、払
はら

わなければならない。請
せい

求
きゅう

書
しょ

は、学
がっ

校
こう

から渡
わた

す。ルームメイトと相
そう

談
だん

して、しっかり払
はら

うこと。 
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３）国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

 

国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

料
りょう

は、毎
まい

月
つき

払
はら

わなければならない。病院
びょういん

で診
しん

察
さつ

を受
う

ける際
さい

、国
こく

民
みん

健
けん

康
こう

保
ほ

険
けん

を使
つか

い、30％分
ぶん

支
し

払
はら

う。アルバイトを始
はじ

めて 収 入
しゅうにゅう

があると、翌年
よくねん

は

高
たか

くなる。保
ほ

険
けん

証
しょう

と請
せい

求
きゅう

書
しょ

は、学
がっ

校
こう

から渡
わた

す。お金
かね

を払
はら

ったら、生活
せいかつ

指導
し ど う

の先
せん

生
せい

に領
りょう

収
しゅう

書
しょ

を見
み

せること。 
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４）印鑑
いんかん

（ハンコ） 

アルバイトの契
けい

約
やく

、銀
ぎん

行
こう

口
こう

座
ざ

作
さく

成
せい

、アパート契約
けいやく

の時
とき

に必要
ひつよう

である。 

なくさないように。 

 

５）海
かい

外
がい

送
そう

金
きん

 

国
くに

からの学
がく

費
ひ

や生
せい

活
かつ

費
ひ

の送
そう

金
きん

が必
ひつ

要
よう

な場
ば

合
あい

は、１か月
げつ

前
まえ

に学
がっ

校
こう

に相
そう

談
だん

すること 

 

６）銀
ぎん

行
こう

口
こう

座
ざ

 

ビザを更新
こうしん

するときに、銀行
ぎんこう

の通帳
つうちょう

が必要
ひつよう

になる。アルバイトの給 料
きゅうりょう

、ま

たは仕
し

送
おく

りのお金
かね

は、 必
かなら

ず口
こう

座
ざ

に入
い

れ、生活
せいかつ

資金
し き ん

があることを証明
しょうめい

しなけれ

ばならない。証
しょう

拠
こ

がないと、ビザが更新
こうしん

できない場
ば

合
あい

があるので、1か月
げつ

に 1回
かい

は記
き

帳
ちょう

すること。通帳
つうちょう

レスの場合は、随時
ず い じ

入
にゅう

出金
しゅっきん

を確認すること。住
じゅう

所
しょ

や

印
いん

鑑
かん

（ハンコ）の変更
へんこう

があった場
ば

合
あい

には、すぐ銀行
ぎんこう

に届
とど

け出
で

ること。 

 

※ 他
ほか

の人
ひと

に通
つう

帳
ちょう

やキャッシュカードを売
う

ったり、買
か

ったりすることは絶
ぜっ

対
たい

にし

てはいけない。その行
こう

為
い

は犯
はん

罪
ざい

になり、発
はっ

覚
かく

した場
ば

合
あい

は、退
たい

学
がく

・除
じょ

籍
せき

処
しょ

分
ぶん

に

なる。 
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７）マイナンバーについて 

マイナンバーの「個人
こ じ ん

番号
ばんごう

通知書
つうちしょ

」は大切
たいせつ

なものである。自分
じ ぶ ん

で保
ほ

管
かん

し、次
つぎ

のこ

とに注
ちゅう

意
い

すること 

・マイナンバー（番号
ばんごう

）は、他
ほか

の人
ひと

に分
わ

からないようにする 

・通知書
つうちしょ

を他
ほか

の人
ひと

に預
あず

けてはいけない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８）車
くるま

、オートバイの免
めん

許
きょ

 

学
がく

生
せい

の事
じ

故
こ

や違
い

反
はん

が多
おお

いため、車
くるま

やオートバイ（原
げん

付
つき

～大
おお

型
がた

バイク）の免
めん

許
きょ

を

取
と

ること、車
くるま

、オートバイ（原
げん

付
つき

～大
おお

型
がた

バイク）を所有
しょゆう

することを禁
きん

止
し

とする。

自
じ

分
ぶん

の国
くに

の免
めん

許
きょ

を国際
こくさい

免
めん

許
きょ

に変
へん

更
こう

することも禁
きん

止
し

である。 

 

免
めん

許
きょ

の取
しゅ

得
とく

、オートバイ（原
げん

付
つき

～大
おお

型
がた

バイク）や車
くるま

の運
うん

転
てん

が発
はっ

覚
かく

した場
ば

合
あい

は、

卒
そつ

業
ぎょう

後
ご

まで学
がっ

校
こう

が免
めん

許
きょ

証
しょう

を預
あず

かる。再
さい

度
ど

、発
はっ

覚
かく

した場
ば

合
あい

は、退
たい

学
がく

・除
じょ

籍
せき

処
しょ

分
ぶん

に

なるので注
ちゅう

意
い

すること。 

免
めん

許
きょ

の取
しゅ

得
とく

、オートバイ（原
げん

付
つき

～大
おお

型
がた

バイク）や車
くるま

の運
うん

転
てん

は、日
に

本
ほん

語
ご

学
がく

院
いん

卒
そつ

業
ぎょう

後
ご

は許
きょ

可
か

する。 
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９）ネットビジネス 

インターネットで 商
しょう

品
ひん

を売
う

ることは、 入
にゅう

管
かん

法
ほう

により禁
きん

止
し

されている（例
れい

：SNS

でのビジネス：Facebook、Instagram、LINEなど）。 

 

発
はっ

覚
かく

した場
ば

合
あい

、警
けい

察
さつ

に連
れん

絡
らく

し、悪
あく

質
しつ

な場
ば

合
あい

、退
たい

学
がく

・除
じょ

籍
せき

処
しょ

分
ぶん

になる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出入国管理及び難民認定法第 24 条】 

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章の規定する手続により、本邦からの退去を 

強制することができる。 

 同法 24 条 4-イ 

第 19 条第 1 項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬をうける活動を専ら行ってい

ると明らかに認められる者 
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4．各
かく

種
しゅ

手
て

続
つづ

き 

証明書
しょうめいしょ

の交付
こ う ふ

を申請
しんせい

する場
ば

合
あい

及
およ

び各
かく

種
しゅ

願
がん

書
しょ

届
とどけ

出
で

をする場
ば

合
あい

は、次
じ

表
ひょう

によりそれぞ

れの取
と

り扱
あつか

い窓
まど

口
ぐち

を通
つう

じて手
て

続
つづ

きをしなければならない。 

 

各
かく

種
しゅ

手
て

続
つづ

き・証
しょう

明
めい

書
しょ

手
て

数
すう

料
りょう

等
など

一
いち

覧
らん

表
ひょう

 

 

 手
て

続
つづ

き種
しゅ

別
べつ

 取
と

り扱
あつか

い

窓
まど

口
ぐち

 

手
て

数
すう

料
りょう

 備
び

考
こう

 

証
しょう

明
めい

書
しょ

交
こう

付
ふ

 出席
しゅっせき

・成績
せいせき

証明書
しょうめいしょ

 

卒
そつ

業
ぎょう

見
み

込
こ

み証
しょう

明
めい

書
しょ

 

卒
そつ

業
ぎょう

証
しょう

明
めい

書
しょ

 

聴
ちょう

講
こう

証
しょう

明
めい

書
しょ

 

在学
ざいがく

証明
しょうめい

 

修
しゅう

了
りょう

見
み

込
こ

み証
しょう

明
めい

書
しょ

 

修 了
しゅうりょう

証明書
しょうめいしょ

 

学生証
がくせいしょう

再発
さいはっ

行
こう

 

通
つう

学
がく

証
しょう

明
めい

書
しょ

 

学
がっ

校
こう

学
がく

生
せい

旅
りょ

客
かく

運
うん

賃
ちん

割
わり

引
びき

証
しょう

 

 

事
じ

務
む

室
しつ

 200円
えん

 

200円
えん

 

200円
えん

 

200円
えん

 

200円
えん

 

200円
えん

 

200円
えん

 

1000円
えん

 

無
む

料
りょう

 

無
む

料
りょう

 

在
ざい

学
がく

中
ちゅう

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

 

在学中
ざいがくちゅう

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

 

卒業後
そつぎょうご

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

 

在学中
ざいがくちゅう

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

 

在学中
ざいがくちゅう

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

 

在学中
ざいがくちゅう

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

修了後
しゅうりょうご

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

 

在学中
ざいがくちゅう

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

 

在学中
ざいがくちゅう

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

 

在学中
ざいがくちゅう

に申
しん

請
せい

可
か

能
のう

 

 

 

各種
かくしゅ

願い
ねが

届け
とど

 退学
たいがく

・ 修 了
しゅうりょう

・ 修 了
しゅうりょう

願
ねがい

 

休学
きゅうがく

願
ねがい

 

復学
ふくがく

願
ねがい

 

再入学
さいにゅうがく

願
ねがい

 

留
りゅう

学
がく

生
せい

出
しゅっ

国
こく

届
とどけ

出
で

書
しょ

 

担任
たんにん

   

 

 

 

 

 

 

登校
とうこう

許可
き ょ か

(伝染病
でんせんびょう

) 重
じゅう

度
ど

の症 状
しょうじょう

を発生
はっせい

させる感
かん

染
せん

力
りょく

が強
つよ

い病
びょう

気
き

になり、回復
かいふく

し、登校
とうこう

を開
かい

始
し

するとき 
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（１）証
しょう

明
めい

書
しょ

交
こう

付
ふ

申
しん

請
せい

書
しょ
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（２）通
つう

学
がく

証
しょう

明
めい

書
しょ
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（３）通
つう

学
がく

証
しょう

明
めい

書
しょ
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３．緊
きん

急
きゅう

連絡先
れんらくさき

 
 

静
しず

岡
おか

日
に

本
ほん

語
ご

学
がく

院
いん

：054-297-3804 
 

学
がっ

校
こう

の携
けい

帯
たい

：090-2611-6590（村松
むらまつ

先
せん

生
せい

）  【日
に

本
ほん

語
ご

】

090-7311-1251（相原
あいはら

先生
せんせい

）    【日
に

本
ほん

語
ご

/英語
え い ご

】

090-5116-3864（漆
うるし

畑
ばた

先
せん

生
せい

)    【日
に

本
ほん

語
ご

】 

090-4301-3296（まほ先
せん

生
せい

)     【日
に

本
ほん

語
ご

/英語
え い ご

】 
 

※ 事故
じ こ

にあったとき、困
こま

ったことがあったときは、電
でん

話
わ

をすること 
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